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東芝健康保険組合
歯科健診マニュアル

健 診 期 間
2022 年６月１日～2023 年３月 31 日
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東芝健康保険組合歯科健診について

歯科健診の手順

1  歯科健診の予約

3  歯科健診の実施

4  歯科健診終了

健診の結果、治療
の必要がない場合

健診の結果、治療
の必要がある場合

同日診療
窓口での徴収が
あります

（保険診療一部負担金）

健診日以降の診療
通常の保険診療の
取扱い

窓口での徴収は
ありません

2  当日の窓口での　
確認事項

歯科健診の希望者から予約の電話がありますので、歯科健診の予約
日を決める。

受診者が持参する歯科健康診査票と保険証を確認する。

歯科健康診査票に基づいて記入漏れがないよう、診査を実施する。
歯科健診の内容は、問診＋口腔診査＋保健指導
※保健指導には、ブラッシング指導も含む。
※歯科健康診査票の記入について

診査日は、受診当日の年月日を記入する。その他、氏名、年齢、
性別等の記入漏れがないように注意する。

歯科健康診査票に健診結果を記入する。
・歯科健康診査票は、（東芝健康保険組合提出用）（所属歯科医師会

提出用）（協力歯科医療機関控え）（受診者用４枚目）の 4 枚複写
（協力歯科医療機関控え）　　　　　　　 歯科医療機関で保管
（東芝健康保険組合提出用）（所属歯科医師会提出用）　　

埼玉県歯科医師会に送付
（受診者用４枚目）　　　　　一番下の受診者用は検診結果を記

入後、受診者に返却

引き続き治療が必要な場合は、受診者が同
日の治療を強く希望する場合以外は、原則
として日を改めて診療を開始して下さい。
その際には、保険診療となり一部負担金が
生じることをよく説明して下さい。

※どちらの場合も引き続き保険診療を行った場合は、歯科健診より１カ月以内
は、初診料の算定が出来ず、再診料からの算定になりますので御注意下さい。
レセプトの摘要欄には、「歯科健診より移行」と御記入下さい。
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歯科健診料を請求する手続き

提出書類及び
請求書の

記入方法について

埼玉県歯科医師会宛、東芝健康保険組合歯科健診請求書
（P88）と埼玉県歯科健診診査票 1 枚目の事業所用と 3 枚目
の歯科医師会用を健診実施月の翌月末日までに、埼玉県
歯科医師会宛にご郵送ください。

健診料金について
健診料金は、1 名あたり 4 , 4 0 0 円（税込）
なお、上記金額から 1 名あたり事務手数料 100 円を差し引
いた額を後日、埼玉県歯科医師会から振込みます。

送付先について

上記の提出書類を、健診実施月の翌月末日までに
埼玉県歯科医師会地域保健部担当宛にお送り下さい。
埼玉県歯科医師会から送付する請求書返信用封筒により

埼玉県歯科医師会に送付して下さい。
２回に分けて送付しますが、健診の都度送付いただいて

も差し支えありません。（※各健康保険組合の締切日注意）
※個人情報のため送付先に誤りのないようご注意下さい。

☆請求は、健診実施月の翌月末日までに埼玉県歯科医師会宛に提出書類を
送付してください。
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歯科健診実施のお願いについて

当組合は口腔疾患の早期発見・早期治療および予防を目的として、被保険者を
対象に歯科健診受診の勧奨を行っております。つきましては、下記の要項により
貴医院において歯科健診を実施していただきますようお願い申し上げます。

記
健診の対象者

健 診 の 内 容

健 診 の 期 間

健 診 の 結 果

全被保険者（被扶養者は対象外）

口腔診査・口腔衛生指導

2022 年6月 1 日〜2023 年３月 31 日

受診者持参の「東芝健康保険組合歯科健診票」にご記入いただ
き、結果説明のうえ、4 枚目の「健診結果のお知らせ」をお渡
しください。
歯科健康診査票の１、２枚目の〔東芝健康保険組合提出用〕・

〔所属歯科医師会提出用〕を請求書とともに、埼玉県歯科医師会
へ送付してください。

【送付先】 埼玉県歯科医師会（TEL 048−829−2323）
〒330−0075　さいたま市浦和区針ヶ谷 4−2−65

彩の国すこやかプラザ内

健 診 の 費 用　　受診者から費用徴収はしないでください。
健診費用は、埼玉県歯科医師会との契約で一人につき 4,400 円

（税込）となっており、後日、埼玉県歯科医師会を通じて手数料
100 円を差し引いた 4,300 円をお支払いいたします。
※ 健診当日、治療（歯石除去・レントゲン撮影分を含む）が
必要な場合は、保険診療となり一部負担金が生じることを受
診者に説明し、了解の上で治療を行ってください。

なお、歯科健診より１ヶ月以内は初診料の算定が出来ず、再
診料からの算定になりますので、ご注意下さい。レセプトの摘
要欄には「歯科健診から移行」とご記入ください。

【歯科健診に関するお問合わせ窓口】
手続等でご不明な点がある場合は下記までお問合せください。
東芝健康保険組合　
TEL 044−520−7826  
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